
山口県経営改善支援センター

産業競争力強化法までの中小企業施策
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バブル崩壊

「総量規制」
H02.03～H03.12

山一證券」・拓銀破綻

消費税３％導入

「中小企業金融安定化
特別保証制度」

H10.10～H12.03

消費税５％導入

金融検査マニュアル
（中小企業版）

金融検査マニュアル

H19.03ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ表面化
H20.08ｱｰﾊﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ民再
H20.09ﾘｰﾏﾝ・ｼｮｯｸ

JAL会社更生法申立

東日本大震災

「中小企業金融
円滑化法」

H21.12～H23.03
～H25.03

パラダイムシフト

「産業競争力強化法」
H26.01～H30.12

消費税８％導入

モラルハザードを引き起
こした後の、金融庁検査
厳格化で倒産急増を招く。

再度モラルハザード発生
４０万社対象

経営者保証ガイドライン
（H26.02適用開始）


